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議案第６号 

 

 

長岡地域合併協議会の協定項目について 

 

 

長岡地域合併協議会の協定項目について、次のとおり提案する。 

 

平成１６年２月２７日提出 

 

長岡地域合併協議会 

会長 森  民 夫 

 
 

１ 合併の方式 

２ 合併の期日 

３ 新市の名称 

４ 新市の事務所の位置 

５ 議会の議員の定数及び任期の取扱い 

６ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

７ 地方税の取扱い 

８ 一般職の職員の身分の取扱い 

９ 地域審議会の取扱い 

１０ 財産の取扱い 

１１ 特別職の身分の取扱い 

１２ 組織機構及び支所の取扱い 

１３ 条例・規則等の取扱い 

１４ 一部事務組合等の取扱い 

１５ 使用料・手数料等の取扱い 

１６ 公共的団体等の取扱い 

１７ 町名・字名の取扱い 

１８ 各種団体への補助金・交付金の取扱い 

１９ 慣行の取扱い 

２０ 各種事務事業の取扱い 

２１ 地域自治の取扱い 

２２ 新市建設計画 
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議案第６号参考資料 その１ 

長岡地域任意合併協議会で合意された「合併に関する基本的な事項」の

協議状況一覧表

項  目  名 協議結果等 

合併の方式 ・「長岡市への編入合併」とする。 

合併の期日 ・「平成１７年３月末まで」を目途とする。 

新市の名称 ・「長岡市」とする。 

 

１

基

本

項

目 
新市の事務所の位置 ・「長岡市内」とする。 

議会の議員の定数及び任期

の取扱い 
（継続協議） 

農業委員会の委員の定数及

び任期の取扱い 
（継続協議） 

地方税の取扱い 
・合併後に統一する 
（５年間を限度に不均一課税を行う） 

一般職の職員の身分の取扱

い 
・全て新市に引き継ぐ 

 

２

法

に

よ

る

特

例

項

目 
地域審議会の取扱い （継続協議） 

財産の取扱い ・全て新市に引き継ぐ 

特別職の身分の取扱い 
・市長、助役、収入役、教育長を置く。 
（その他の特別職の設置は、合併関係市町村の長が別に協議する。） 

組織機構及び支所の取扱い 
・旧市町村の庁舎を本庁又は支所として存続する。 
・組織機構の再編を段階的・計画的に実施する。 

条例・規則等の取扱い 
・各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市の事務事業

に支障がないように整備する。 

一部事務組合等の取扱い 
・合併の枠組み確定後、関係市町村及び一部事務組合と協議。
（全て解散・脱退する方向。住民生活への影響、事務事業の効率性等を考
慮して調整する。） 

使用料・手数料等の取扱い 
・使用料は原則現行どおり。（同一又は類似する施設は経過措置によ

り段階的に調整する） 
・手数料は合併時に統一するように努める。 

公共的団体等の取扱い 
・各団体のこれまでの経緯、各団体の意向・実情等を十分に尊
重しながら、法の趣旨に沿って統合するよう調整に努める。

町名・字名の取扱い 
・各市町村や地域と調整を行い重複町名等が生じないように調
整する。 

各種団体への補助金・交付

金の取扱い 
・事業目的、効果を総合的に勘案し、公共的必要性、有効性、
公平性及び地域特性の観点から、新市で調整する。 

 

３

そ

の

他 

慣行の取扱い ・各市町村の地域特性を十分尊重しながら調整を行う。 

地域自治について 
・地域自治を確保し、地域の特性を生かした行政運営を行って
いくことに決定（詳細については首長研究会を設置し検討す
る。）。 
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議案第６号参考資料 その２ 

協定項目・協議予定一覧表 
長 岡 地 域 合 併 協 議 会 

協   議   項   目 
第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

１ 合併の方式 ○       

２ 合併の期日 ○       

３ 新市の名称 ○       

４ 新市の事務所の位置 ○       

５ 議会の議員の定数及び任期の取扱い    ○    

６ 農業委員会の委員の定数及び任期の

取扱い 
  ○     

７ 地方税の取扱い   ○     

８ 一般職の職員の身分の取扱い   ○     

９ 地域審議会の取扱い   ○     

10 財産の取扱い ○       

11 特別職の身分の取扱い   ○     

12 組織機構及び支所の取扱い   ○     

13 条例・規則等の取扱い ○       

14 一部事務組合等の取扱い  ○      

15 使用料・手数料等の取扱い  ○      

16 公共的団体等の取扱い  ○      

17 町名・字名の取扱い   ○     

18 各種団体への補助金・交付金の取扱い  ○      

19 慣行の取扱い   ○     

20 各種事務事業の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○  

21 地域自治の取扱い   ○     

22 新市建設計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 協議予定は、調整の進捗状況により変更となる場合があります。 


